
土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第103条第３項の規定により､ 土地区画整理事業の換地処分を行った旨の

届出があったので､ 同条第４項の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成16年11月19日

金沢市長 山 出 保

１ 土地区画整理事業の名称

金沢市三口第二土地区画整理事業

２ 施行者の名称

金沢市三口第二土地区画整理組合

３ 換地処分の年月日

平成16年11月10日

４ 換地処分の内容

平成16年10月28日金沢市指令収区第383号をもって認可した換地計画のとおり
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号外第４４号
平成16年 (2004年) 11月19日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)
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